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Ⅰ大都市の税財政における現状と課題

⑤大阪経済の現況

(*)暦年値　(*2)大阪府、兵庫県、京都府、和歌山県、奈良県、滋賀県の6府県

(*)大都市統計協議会「大都市比較統計年表/平成19年」　　　　　　

資料：大阪の経済2010年版

¾ 大阪都市圏の中核である大阪市の市内総生産(名目)は、21兆7,461億円(平成18年

度)となっており、国内総生産(508兆9,251億円
*
)の約4％を占めています。

¾ 　近畿圏(2府4県
*2

)においても、大阪市は域内総生産の約27％を占めるなど、経済活
動が集中していることが分かります。

経済活動の規模（近畿内シェア)
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¾　大阪市経済の特徴として、
各種産業の集積密度が高いこ
とがあげられます。

¾　主要な産業・経済指標を単
位面積当たりで換算した「密度」
で比較すると、東京都区部に匹
敵しています。

産業活動の密度の比較
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⑥急速に進む少子・高齢社会

資料：国勢調査

　少子・高齢社会が進み、大阪市では、65歳以上の老年人口比率が増加し、2割を超え
ている一方で、15歳未満の年少人口比率は減少しつつあります。

65歳以上の老年人口比率の推移
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　大阪市の65歳以上の老年人口比率は、大阪府や指定都市の比率を上回っている一
方で、15歳未満の年少人口比率は、下回っている状況です。

65歳以上の老年人口比率の推移 (％)

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17

大阪市 3.8 4.6 5.9 7.5 9.2 10.3 11.7 14.1 17.1 20.1
大阪府 4.3 4.6 5.2 6.0 7.2 8.3 9.7 11.9 14.9 18.5

指定都市 4.2 4.8 5.5 6.5 7.8 8.8 10.2 12.3 15.1 17.9
全国 5.7 6.3 7.1 7.9 9.1 10.3 12.0 14.5 17.3 20.1

15歳未満の年少人口比率の推移 (％)

S35 S40 S45 S50 S55 S60 H2 H7 H12 H17

大阪市 24.9 21.9 21.7 22.1 20.5 18.1 15.1 13.5 12.6 12.0
大阪府 25.6 22.9 23.9 25.6 24.4 21.3 17.2 15.0 14.2 13.7

指定都市 22.5 22.4 22.5 23.6 22.6 20.4 17.2 15.0 13.7 13.2
全国 30.0 25.6 23.9 24.3 23.5 21.5 18.2 15.9 14.6 13.7
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Ⅰ大都市の税財政における現状と課題

①歳入に占める割合が低い大阪市税

（２）現行税財政制度における現状と問題点

　住民に身近な行政について、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うようにす
る地域主権の実現のためには、地方税の充実確保が必要です。

　しかし、全国的に見ても、歳入に占める地方税の割合は4割程度と、地方税中心の歳
入構造とはなっていません。

　とりわけ大阪市は、現行の税制度による要因や、地価下落などを反映して固定資産
税・都市計画税が減収してきたことなどにより、歳入に占める市税の割合が他の指定都
市と比較しても低い状況にあります。

歳入に占める地方税の割合(普通会計)

大阪市  43.1%

横浜市  50.8%
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歳入に占める地方税の割合(普通会計) (％)

H元 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10

大阪市 52.4 49.5 50.1 45.1 40.8 38.7 38.5 41.9 41.7 37.2
横浜市 56.8 55.2 55.0 51.0 48.3 47.0 46.2 46.7 50.7 49.0

名古屋市 56.2 56.3 55.7 53.2 46.9 45.1 43.7 45.5 48.2 44.7
指定都市 48.0 47.3 46.9 44.2 40.8 38.8 36.0 38.6 41.4 39.0
全国（市町村） 39.9 38.7 38.2 37.2 35.6 34.0 33.6 34.7 36.5 34.5

H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20

大阪市 37.3 36.7 35.7 35.5 35.6 36.3 37.7 41.0 43.0 43.1
横浜市 47.0 48.8 48.8 48.3 45.8 47.0 49.0 51.4 53.6 50.8

名古屋市 44.3 45.2 44.1 44.0 43.8 45.9 49.1 50.0 52.7 53.1
指定都市 38.3 38.9 38.9 38.6 38.0 38.7 39.4 42.6 44.8 44.0
全国（市町村） 33.5 34.3 34.3 34.4 33.7 34.0 35.0 36.8 39.3 38.9

H20
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Ⅰ大都市の税財政における現状と課題

⑤大都市税財政制度の確立への取組

●税源移譲を基本とした地方税財政改革の推進

●大都市特例税制の確立に向けた取組

指定都市が道府県に代わって行っている事務の所要額について、税制上の措置が不十分

であり、また、新たに道府県から指定都市の役割分担となる事務事業の財源について税制

上の措置が必要なことから、道府県から指定都市への税源移譲による大都市特例税制の

創設に向け、引き続き国等へ強く求めていきます。

地域主権の実現に向け、国と地方の新たな役割分担を明確にしたうえで、その役割に応じ

た地方税財源の充実確保を図るために、複数の基幹税からのさらなる税源移譲を進め、地

方税中心の歳入体系が構築されるよう、国等に引き続き強く求めていきます。

¾ 現行の市町村税制をはじめとする税財政制度は、昼間流入人口などによる大都市
特有の財政需要や、都市の成熟化に伴う更新需要など、大都市の財政需要の実態に見
合ったものになっていません。

¾ 住民に身近な行政について、地方公共団体が自主的かつ総合的に広く担うために
は、国と地方、都道府県と市町村の役割分担を抜本的に見直したうえで、その新たな役
割分担に応じた地方税財源の充実確保を図るとともに、大都市の実態に即応した税財
政制度を確立することが必要です。

国　　税

５４．８％

３２兆５，０９６億円

４５．２％

３９兆４，６２３億円

地方税

注　当初予算額、地方財政計画額による数値である。

国
９兆２，０８２億円 　１２．８％

６２兆７，６３７億円

８７．２％

地方

総額７１兆９，７１９億円 総額７１兆９，７１９億円

《さらに》

《現　状》
税の配分 税の実質配分

《当　面》

役割分担税の配分税の配分 税の実質配分

税の配分の
　抜本的な
是正が必要！

　　国・地方における租税の配分状況（平成２２年度）

さらなる
税源移譲

　税源
　移譲

５

５

：
45

55

87

13

： ：

国５　：　地方５ 国と地方の新たな役割分担
に応じた「税の配分」

   地方税 地  方

国　税

国

   地方税

国　税

地方の役割

国の役割

地方税　　　　３２兆５，０９６億円
地方交付税  １７兆４，７７９億円
地方贈与税　　１兆９，１７１億円
国庫支出金　１１兆５，６６３億円
国直轄事業
負担金等　　　　　△７，０７２億円

○国・地方間の税の配分が55：45、実質配分が１：９に

平成22年度予算においては、世界的な景気後退を受け、特に法人税収が大幅に減少したことにより国税と地方税の差が縮まり、一方で、国の果
たすべき役割である生活保護や子ども手当・高校の実質無償化等の新たな施策の実施による国庫支出金の増加により地方の実質配分が増加し
た形となっています。
今後、国と地方の役割分担について、費用負担も含め抜本的に見直すとともに、新たな役割に応じた地方税財政制度の確立が必要です。
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